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納税の方法

評価替え

　固定資産の評価額について不服がある場合は、福岡市固定資産評価審査委員会に審査の申出
をすることができます。申出期間は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等の全てを
登録した旨を公示した日（通常4月1日）から、納税通知書を受け取った日後3か月までの間です。
　なお、償却資産については、毎年度全資産の評価額が審査の申出の対象となりますが、土地・
家屋については、基準年度（評価替えが行われた年度）以外の年度は、審査の申出の対象が次の
項目に限られます。
■地目変換等があった土地の評価額
■新築または増・改築、一部取り壊し等があった家屋の評価額
■地価下落等に伴い減額修正した土地の評価額
（なお、評価額の修正を行わなかった土地については「地価が下落しているのに修正を行わなかったこ
と」を理由に審査の申出ができます。）

　土地と家屋については、原則として、3年ごとに評価の見直し（評価替え）を行います。この評価
を見直す年度を基準年度といいます（令和６年度、令和９年度など3の倍数年度）。
　基準年度の評価額は、本来3年度間据え置きますが、土地の地目変換や家屋の増改築などが
あった場合は、基準年度以外の年度でも評価の見直しを行います。
　また、令和７・令和８年度において、地価の下落があり、令和６年度の評価額を据え置くことが
適当でない土地は評価額の修正を行います。
　なお、償却資産については、毎年評価額の見直しを行っています。

固定資産の縦覧制度

固定資産の評価額についての審査の申出

　土地または家屋の納税者の方は、自分の資産（土地または家屋）の評価額と比較するために縦覧
期間中に限り、同じ区内の他の土地または家屋の評価額を縦覧することができます。
　縦覧期間は、毎年、通常4月1日からその年度の最初の納期限の日（通常4月30日）までです。
　なお、縦覧の際には納税者本人であることが確認できるもの（マイナンバーカード・運転免許証等）
の提示が必要です。また、納税者本人以外の方（代理人）が縦覧される場合には、ご家族であっても委
任状（作成日から3か月以内のもの）および委任者と代理人の本人確認書類（マイナンバーカード・運
転免許証等（※委任者は写しでも可））が必要です。

　区役所や市役所から送付した納税通知書（納
付書）で、年4回（4月、7月、12月および翌年の2
月）に分けて納めていただくことになっています。

納期月
第1期 第2期 第3期 第4期

4月 7月 12月 2月 　地目は、宅地、田および畑（あわせて農地といいます。）、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野およ
び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年
の1月1日（賦課期日）の現況の地目によります。

　固定資産評価基準により、地目別に定められた評価方法により評価します。

　地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

　評価額は、宅地の場合、地価公示価格や不動産鑑定士が算定した鑑定評価価格を基礎とし
た標準宅地の適正な時価に基づき決定します。

1 用途地区および状況類似地域の区分

地価公示価格※2、鑑定評価価格を活用

地価下落地域に所在する土地は、
時点修正をおこなっています。

宅地評価の仕組み（市街地宅地評価法の場合）

商業地や住宅地など利用状況に応じて用途地区を区
分し、それを街路の状況や、公共施設等からの距離など
を考慮して状況が類似する地域に区分

5 各筆の土地の評価
各筆の土地の評価を、その土地が面する街路の路線価を
基礎として、形状等に応じて補正を行う手続きにより決定

2 標準宅地の選定
状況類似地域の中から奥行、間口、形状等が標準的
な宅地を選定

4 その他の街路の路線価付設
状況類似地域内の各街路は、主要な街路と比較し
て路線価を付設

3 主要な街路の路線価付設※1
標準宅地の面する街路に付設

●地　目

●地　積

●評価額

※1 路線価と呼ばれるものには、各市町村が算定する「固定資産税路線価」のほかに、相続税や贈与税の算出の基礎となる「相続
税路線価」があります。「相続税路線価」は、各国税局（税務署）が算定します。

※2 地価公示価格は特殊な事情などが取り除かれた、自由な取引において通常成立すると考えられる1平方メートルあたりの価
格を示しており、国土交通省の土地鑑定委員会が決定しています。

土地に対する課税
評価のしくみ

各筆の土地

主要な街路

その
他の
街路

標準宅地

●路線価図を公開しています。
［閲覧場所］各区役所課税課
　　　　　市役所内情報プラザ
※インターネットでも閲覧できます。
　（7月下旬頃更新予定）
「全国地価マップ」
 URL https://www.chikamap.jp/
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納税は安心、便利な
口座振替をおすすめ
します。
（P70をご覧ください。）

コンビニエンスストア、キャッシュレス決済など
でも納付できます。（P67をご覧ください。）

全国地価マップ
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課税標準額の算出

〈その他の住宅用地〉
　住宅１戸につき200㎡を超える部分をいいます。
　〔例〕　一戸建住宅の敷地が300㎡の場合、200㎡が小規模住宅用地で、残りの100㎡がその他の住宅用地となり　 
　　ます。

　住宅用地は小規模住宅用地とその他の住宅用地に区分され、その区分に応じて税負担が異
なります。
〈小規模住宅用地〉
　住宅１戸につき200㎡までの部分をいいます。

※申告期限が土曜日または休日の場合は、翌開庁日が申告期限となります。

課税標準額 ＝ 評価額 ×　　の額（　　が減額されます。）

課税標準額 ＝ 評価額 ×　  の額（　  が減額されます。）1
6

5
6

1
3

2
3

●住宅用地の区分および軽減割合

●住宅用地の申告

　住宅用地（現実に住宅の敷地に利用されている土地）は、課税標準の特例措置により固定資
産税・都市計画税が軽減されます。（都市計画税についてはP50をご覧ください。）

　特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表
の住宅用地の率を乗じて求めます。（専用住宅の場合でも延床面積の10倍までが限度です。）

【住宅用地に対する課税標準の特例措置】

●住宅用地の範囲

　住宅用地に対する課税標準の特例の適用等にあたっては申告が必要です。

■住宅用地の申告をしなければならない場合
　●住宅を新築・増築した場合　
　●住宅を建て替える場合
　●住宅を取り壊した、または家屋の用途を変更（事務所・店舗など←→住宅）した場合
　●住宅用地を所有し、または新たに所有することになった方で、まだ申告をされていない場合

1月31日 所有する物件がある区役所の課税課申告先申告期限

家  屋  の  内  容 居 住 部 分 の 割 合※4 住宅用地の率

専　用　住　宅ア

イ

ウ

ウ　以　外　の
併　用　住　宅

地上 5階以上の
耐  火  建  築  物
である併用住宅

全   部
4分の1以上2分の1未満
2分の1以上
4分の1以上2分の1未満
2分の1以上4分の3未満
4分の3以上

1.0
0.5
1.0
0.5
0.75
1.0

※3

※3 「専用住宅」とは、全て住宅として利用されている家屋をいい、「併用住宅」とは、その一部が住宅として利用されている家屋を
いいます。たとえば、1階が店舗で2階が住宅となっている家屋などです。

※4 「居住部分の割合」は、家屋の延床面積に対する居住部分の床面積の割合をいいます。 （　　　　　 ）

　土地の課税標準額の算出にあたっては、急激な税負担の増加を避けるため、あるいは、税負担の公
平を図る趣旨から従来より調整措置がとられており、令和７年度については次のように計算します。

【負担調整措置】

令和７年度の課税標準額 令和６年度の課税標準額＝ + 令和７年度の評価額 × 5％

　今年度の課税標準額を求めるには、今年度の評価額と前年度の課税標準額の割合（以下「負
担の割合」といいます。）により、次の方法で計算します。
　ただし、昨年中に地目変換、分合筆、地積更正及び用途変更（住宅用地←→住宅用地以外）等
の事情があった土地については、別の方法により課税標準額の見直しを行います。

ア　負担の割合が７０％を超える商業地等については、令和７年度の評価額の７０％を課税標準額とします。
イ　負担の割合が６０％以上７０％以下の商業地等については、令和６年度の課税標準額を据え置きます。
ウ　負担の割合が６０％未満の商業地等については、令和６年度の課税標準額に令和７年度の評価額の5％を
　　加えた額を令和７年度の課税標準額とします。

　上記により求めた額が、評価額の６０％を上回る場合には６０％とし、評価額の２０％を下回る場合には２０
％とします。
※詳しくはＰ46をご覧ください。

負担の割合（負担水準）は次の方法で求めます。

令和７年度の評価額（×住宅用地特例率※（1/6又は1/3））
令和６年度の課税標準額

〈ウの場合〉

1 宅地等

負担の割合（負担水準）について

① 商業地等 （商業地等とは、店舗、事務所などの敷地や有料駐車場などをいいます。）

※小規模住宅用地、その他の住宅用地については、評価額に住宅用地特例率を乗じます。
　 小規模住宅用地・・・・・1/6
　 その他の住宅用地・・・・・1/3

負担の割合
（負担水準）

＝

固
定
資
産
税

法
人
市
民
税

個
人
の
市
民
税

（
個
人
住
民
税

福
岡
市
の
予
算
と

市
税
収
入

税
か
ら
の

お
知
ら
せ

都
市
計
画
税

そ
の
他
の
市
税

市
税
の
納
付

な
ど

国
税
・
県
税

暮
ら
し
と
税
金

税
に
関
す
る

お
問
い
合
わ
せ
他

軽
自
動
車
税

固
定
資
産
税

法
人
市
民
税

個
人
の
市
民
税

（
個
人
住
民
税
）

福
岡
市
の
予
算
と

市
税
収
入

税
か
ら
の

お
知
ら
せ

都
市
計
画
税

そ
の
他
の
市
税

市
税
の
納
付

な
ど

国
税
・
県
税

暮
ら
し
と
税
金

税
に
関
す
る

お
問
い
合
わ
せ
他

軽
自
動
車
税



4645

　●市街化区域農地については課税標準の特例措置があります。

令和７年度の課税標準額 令和６年度の課税標準額＝ + 住宅用地特例率
（1/6又は1/3）

× ５％×

ア　負担の割合が100％以上の住宅用地については、令和７年度の評価額に住宅用地特例率（　 又は　 ）を
乗じて得た額（以下「特例適用後の額」といいます。）を課税標準額とします。

イ　負担の割合が100％未満の住宅用地については、令和６年度の課税標準額に、特例適用後の額の５％を加
えた額を令和７年度の課税標準額とします。

　上記により求めた額が、特例適用後の額を上回る場合には特例適用後の額とし、特例適用後の額の２０％
を下回る場合には２０％とします。
※詳しくはＰ46をご覧ください。

負担の割合（負担水準）

90％以上
80％以上～90％未満
70％以上～80％未満
　　　　 　70％未満

　　　1.025
　　　1.05
　　　1.075
　　　1.10

負 担 調 整 率

令和７年度の課税標準額 令和６年度の課税標準額＝ × 負担調整率

令和７年度の課税標準額 令和６年度の課税標準額＝ 令和７年度の評価額 × ５％

〈負担調整率表〉

　上記により求めた額が、評価額を上回る場合には評価額と同じ額とし、評価額の2０％を下回る場合には
2０％とします。

課税標準額 ＝ 評価額 ×　　（上記計算式により求めた額と比べ、いずれか小さい額が課税標準額になります。）
※負担の割合（負担水準）（Ｐ44をご覧ください。）

1
3

〈イの場合〉
令和７年度の
評価額

2 農地（一般農地および市街化区域農地）

3 その他（一般山林等）

② 住宅用地

+

1
6

1
3

固定資産税は→小規模住宅用地1/6（上記）・その他の住宅用地1/3
都市計画税は→小規模住宅用地1/3　　　・その他の住宅用地2/3

※1 住宅用地の場合それぞれの特例率を上記の表に置き換えて求めます。

令和７年度の宅地の税負担の調整措置を図示すると、下の図のようになります。

固定資産税評価額

税負担を
引き下げ

（評価額×70％）

住宅用地に対
する課税標準
の特例（1/6）

［A］が評価額×60％を
上回る場合は60％

［A］が評価額×1/6を
上回る場合は評価額×1/6

［A］が評価額×20％を
下回る場合は20％

税負担据え置き

（％）
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

20

0
［A］が評価額×1/6×20％を

下回る場合は20％

※1

評
価
額
に
対
す
る
課
税
標
準
額
の
割
合

（％）
100

商業地等の宅地 小規模住宅用地
固定資産税評価額

前年度課税標準額＋評価額×5％＝［A］

前年度課税標準額＋評価額×1/6×5％＝［A］

70％を
超える場合

60～70％
の場合

60％未満
の場合

70％を
超える場合

100％
未満の場合
100％

未満の場合

60～70％
の場合

60％未満
の場合
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